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	★災害給付制度とは、子どもが「学校管理下」でケガなどをした際、独立行政法人日本スポーツ 　振興センターから給付金が支払われる制度です。
	給付対象となる「学校管理下」とは…？ 　各教科の授業中（校外学習も含む）、学校行事、休み時間、登下校中 など
	　学校の管理下で起きた負傷や疾病で医療機関を受診した際、初診から治療までの医療費総額が5,000円以上（本人負担分が1,500円以上）の場合に給付の対象となります。申請を行う際には、書類（医療機関での証明等）が必要ですので、保健室までご連絡ください。また、災害共済給付についてより詳しい内容をお聞きしたい方は保健室までお問い合わせください。

